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くらし

本庁舎
１階９番

所
得
が
低
い
方
の
介
護
保
険
料

を
減
免
し
ま
す

高
齢
者
支
援
課

介
護
保
険
係

(24)
０
２
９
７

　

介
護
保
険
第
１
号
被
保
険
者
の
保

険
料
は
、
所
得
な
ど
に
よ
り
６
段
階

に
設
定
し
て
い
ま
す
。

　

第
３
段
階
と
第
４
段
階
に
あ
て
は

ま
る
方
の
う
ち
、
特
に
収
入
が
低
い

方
の
保
険
料
を
一
部
減
免
し
ま
す
。

【
減
免
の
対
象
と
な
る
方
】
保
険
料
が

第
３
段
階
と
第
４
段
階
で
、
つ
ぎ
の

す
べ
て
の
条
件
に
あ
て
は
ま
る
方

▼
世
帯
全
員
の
前
年
の
年
間
収
入
が
、

単
身
世
帯
で
100
万
円
以
下
、
２
人
世

帯
で
150
万
円
以
下
、
３
人
世
帯
で

200
万
円
以
下
、
４
人
世
帯
で
250
万
円

以
下
（
５
人
以
上
は
、
１
人
増
え
る

ご
と
に
50
万
円
を
加
算
し
た
額
以
下
）

※
年
間
収
入
は
、
①
勤
労
収
入　

②

農
業
収
入　

③
事
業
（
自
営
）
収
入

④
恩
給
・
年
金
・
失
業
給
付
の
収
入

⑤
父
母
や
子
、
兄
弟
姉
妹
な
ど
の
扶

養
義
務
者
か
ら
の
仕
送
り
ま
た
は
贈

与
に
よ
る
収
入
の
合
計

▼
扶
養
義
務
者
に
よ
る
税
や
医
療
の

扶
養
を
受
け
て
い
な
い

▼
世
帯
全
員
の
現
金
、
預
貯
金
、
国
債

･

地
方
債
の
合
計
が
350
万
円
以
下
で
あ
る

▼
世
帯
全
員
が
証
券
や
株
式
な
ど
を

保
有
し
て
い
な
い

▼
世
帯
全
員
が
自
己
居
住
用
以
外
に
不
動

産
（
農
地
を
除
く
）
を
所
有
し
て
い
な
い

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
▼
申
請
書
（
高

齢
者
支
援
課
窓
口
で
入
手
で
き
ま
す
）

▼
介
護
保
険
被
保
険
者
証
か
納
付
通
知

書
▼
平
成
24
年
分
の
収
入
合
計
額
が
分

か
る
書
類
▼
健
康
保
険
証
▼
印
鑑
▼
預

貯
金
通
帳
（
写
し
可
）
▼
そ
の
ほ
か
、

対
象
者
の
条
件
を
証
明
す
る
書
類

【
減
免
額
】
第
３
段
階
・
第
４
段
階
の

保
険
料
か
ら
第
１
段
階
の
保
険
料
を

差
し
引
い
た
額

※
対
象
と
な
る
方
の
保
険
料
は
、
第

１
段
階
の
額
に
な
り
ま
す
。

【
減
免
期
間
】
申
請
し
た
日
の
年
度
内

第１号被保険者保険料

区　分
保険料

(年額)

第
１
段
階

生活保護の受給者または老

齢福祉年金の受給者で､世帯

全員が市民税非課税の方

22,500円

第
２
段
階

世帯全員が市民税非課税で､

【本人の合計所得金額＋課税年

金収入額】が80万円以下の方

22,500円

第
３
段
階

世帯全員が市民税非課税で､

【本人の合計所得金額＋課税年

金収入額】が120万円以下の方

31,500円

世帯全員が市民税非課税で､

【本人の合計所得金額＋課税年

金収入額】が120万円を超える方

33,750円

第
４
段
階

本人が市民税非課税で､世帯

の中に市民税課税者がいる

【公的年金等収入＋合計所得

金額】が80万円以下の方

39,370円

本人が市民税非課税で､世帯

の中に市民税課税者がいる

【公的年金等収入＋合計所得

金額】が80万円を超える方

45,000円

(基準額)

第
５
段
階

本人に市民税が課税されて

いて､合計所得金額が190万

円未満の方

56,250円

第
６
段
階

本人に市民税が課税されて

いて､合計所得金額が190万

円以上の方

67,500円

募　集

本庁舎
１階９番

地
域
福
祉
推
進
員(

非
常
勤
職

員)

を
募
集
し
ま
す

福
祉
課
総
務
係

(24)
０
２
９
２

【
募
集
人
員
】
１
人

【
勤
務
内
容
】
地
域
福
祉
計
画
推
進
の

た
め
の
業
務(

福
祉
課
庶
務
全
般)

【
資
格
】
昭
和
27
年
４
月
２
日
か
ら
昭

和
43
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
、

普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
有
し
、
パ

ソ
コ
ン
操
作
が
可
能
な
方

【
勤
務
時
間
】
１
週
に
つ
き
20
時
間

(

１
週
ま
た
は
４
週
の
平
均
に
よ
る)

【
報
酬
】
月
額
９
３
，
０
０
０
円

※
通
勤
手
当
別
途
支
給
、
雇
用
保
険
適
用
。

【
任
用
期
間
】
９
月
１
日
～
平
成
26
年

３
月
31
日

【
申
込
書
類
】
申
込
書･

履
歴
書(

市

指
定
用
紙)

、
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写

し
、
地
域
福
祉
に
関
す
る
１
，
０
０
０

字
以
内
の
作
文(

テ
ー
マ
は
自
由)

【
申
込
期
間
】
７
月
25
日
～
８
月
２
日

(

土
日
除
く
、
郵
便
受
付
は
不
可)

くらし

本庁舎
１階８番

障
が
い
者
日
常
生
活
用
具
給
付

対
象
品
目
を
追
加
し
ま
し
た

障
が
い
者
支
援
課

障
が
い
福
祉
係

(24)
０
３
２
７

　

４
月
１
日
か
ら
身
体
障
害
者
手
帳
や
療

育
手
帳
を
所
持
し
て
い
る
方
な
ど
を
対
象

に
、
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
お
よ
び
保

護
ブ
ー
ツ
の
２
品
目
を
追
加
し
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

保
健
福
祉
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
は
、
保

健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
苦
情
解
決
を
任

務
と
す
る
第
三
者
機
関
で
す
。

くらし

本庁舎
１階９番

保
健
福
祉
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の

運
用
状
況
を
公
表
し
ま
す

福
祉
課
総
務
係

(24)
０
２
９
２

　

オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
の
平
成
24
年
度
（
平

成
24
年
４
月
１
日
～
平
成
25
年
３
月

31
日
）
の
運
用
状
況
を
公
表
し
ま
す
。

【
苦
情･

相
談
件
数
】
０
件

※
制
度
の
概
要
や
報
告
書
は
、
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
福
祉
・
介
護
・

障
が
い
」
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
包
括
的
支
援

を
実
施
す
る｢

向
陽
台
区
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー｣

の
設
置
（
若
草
４
丁
目
13
番

地
１　

向
陽
台
支
所
内)

に
あ
た
り
、
設

置
者
募
集
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

【
対
象
】
市
内
に
介
護
保
険
事
務
所
ま

た
は
施
設
を
有
す
る
法
人

【
と
き
】
７
月
23
日

（火）　

10
時
～

【
と
こ
ろ
】
市
役
所
３
階
入
札
室

※
募
集
要
項
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
高
齢
者
支
援
課
で
配
布
し
ま
す
。

説明会

本庁舎
１階９番

向
陽
台
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
設
置
者
募
集
説
明
会

高
齢
者
支
援
課

介
護
相
談
・
予
防
係

(24)
０
２
９
４


